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第１ はじめに 

１ 計画策定の趣旨 

農業は、食料の供給という役割を担っており、農産物の品質の確保と安定的な供給の

ためには、化学的に合成された肥料や農薬(以下「化学肥料」「化学合成農薬」という。)

の適正な使用は欠かすことができないものの、過度な依存によって、河川や地下水等の

水質や生態系への負荷が懸念されています。本来、農業は、環境との調和を基本とした産

業であり、県土や環境の保全といった多面的な機能を将来にわたって発揮していくため

には、有機性資源を有効に利用した土づくりを基本に、化学肥料や化学合成農薬に過度

に頼らない、環境の負荷に配慮した農業が求められています。 
また、近年は、地球温暖化の進行に伴い、大規模災害の頻発などが問題となる中、国

は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、「脱炭素社会」の実現

を目指すことを宣言しています。国の環境に関する研究を行う国立環境研究所によると、

地球温暖化に影響するとされる温室効果ガスの日本における排出量は、2019年度には 

ＣＯ２換算で 12 億 1,200 万トンであり、そのうち農林水産分野での排出量は、約 4,700

万トンと全排出量の3.9％であるとされています。 

さらに、農業分野では、地球温暖化による自然災害に加え、農業従事者の減少や高齢化

といった課題のほか、新型コロナウイルスを契機とした生産や消費の変化などといった

新たな問題にも直面しており、将来にわたって食料の安定供給を図るためには、農業従

事者の減少やポストコロナなども見据えた、持続可能な農業を推進していくことが求め

られています。 
こうした中、令和３年５月、国は「みどりの食料システム戦略」を策定し、2050年ま

でに、環境負荷の軽減を図りつつ、食料･農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノ

ベーションにより実現するという新しい政策方針を示し、地球温暖化や化学農薬･化学肥

料の低減とともに、有機農業の取組みの拡大を目指すこととしており、特に有機農業は、

生物多様性保全や地球温暖化防止等に高い効果を示すとともに、有機農業の取組拡大は、

農業施策全体や農村における国連の持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)の達成にも貢献する

ものとされています。 
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   一方、本県においても消費者の安全志向やニーズの多様化などから化学肥料や化学合

成農薬の使用を低減した農業、もしくは、一切使用しない有機農業など、環境にやさしい

農業によって生産された農産物に対する一定のニーズがあるものの、現在、これら環境保

全型農業の取組みは、品目･対象者･手法(技術)が限定的になっています。 

   また、令和３年10月に策定した「香川県農業･農村基本計画」において、脱炭素社会の

実現に向けた取組みとして、2050 年カーボンニュートラル実現に向けて、脱炭素化の観

点から、ため池等を活用した太陽光発電、農業用ハウスや農業機械等の省エネルギー化、

麦藁など有機物のすき込みや堆肥化による土づくりへの活用、食品ロスの削減や未利用

農産物の有効活用などに取り組むこととしています。 

   こうした状況を踏まえ、有機農業を含めた環境保全型農業について、農業者やその他関

係者、消費者の理解と協力を得ながら、環境にやさしい農業の普及に向けて、農業者やエ

コファーマーが安定的な経営と経営発展が図れるよう支援し、有機農産物等の環境にや

さしい農産物の販路拡大などに努め、本県における有機農業の持続的な発展を図るべく、

新たな「かがわの「環境にやさしい農業」推進計画」を策定します。 
 
 
 

※( )内の数字は各年度における我が国の耕地面積に占める有機農業取組面積の割合 

有 機 農 業 の 取 組 面 積 ( 全 国 合 計 ) 
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かがわの環境に

やさしい農業
＝環境保全型農業

有機農業

農産物への表示

有機の表示 可

〃 不可

有機ＪＡＳ

特別栽培農産物

エコファーマー

特別栽培農産物の表示 可

エコファーマーの表示 可

一般的な農業

化学合成農薬や

化学肥料の使用

削減なし

～50%未満の削減
50%以上の削減 使用しない

※化学合成農薬は、成分回数、化学肥料は窒素成分の県慣行基準に対する削減率

【環境保全型農業の定義】 
 本計画において、環境保全型農業とは「農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和などに
留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な
農業」と定義します。 
【有機農業の定義】 
 本計画において、「有機農業」とは、有機農業の推進に関する法律第２条に規定されている、「化
学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本
として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農
業」のことを指しています。また、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(ＪＡＳ
法)」に基づく、「有機農産物の日本農林規格(有機ＪＡＳ)」で規定する生産の方法に限定はしていま
せん。 
また、「有機農業者」とは、有機農業に取り組む農業者のことを指します。  
有機農業についても、労働時間や収量などの面において課題はあるものの、化学合成農薬や化学肥

料を使用しないという面では環境保全に資する農業であることから、環境保全型農業の一つの形態と
して位置づけられます。 
【環境にやさしい農産物の定義】 
本計画における「環境にやさしい農産物」とは、本県において実施される有機農業を含む環境負荷

軽減を図った「環境保全型農業」により生産された農産物のことを指します。 

日本の農林水産分野の温室効果ガス排出量 農 地 管 理 に よ る 炭 素 貯 留 に つ い て 

農地に施用された堆肥や緑肥等の有機物は、多くが微生物
により分解され大気中に放出されるものの、一部が分解され
にくい土壌有機炭素となり長期間土壌中に貯留される。 

か
が
わ
の
「
環
境
に
や
さ
し
い
農
業
」
と
は 
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２ 計画の位置づけ 

   この計画は、有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号。以下「有機農業推

進法」という。)第７条第１項の規定に基づき策定したもので、「香川県農業･農村基本計

画(令和３年10月策定)」に位置づけた「環境に配慮した農業の推進」に向けて、県が農

業者、その他の関係者や消費者等と連携しながら進めるための計画とします。 

 
３ 計画期間 

計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 
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第２ 現状と課題 

 １ 取組拡大と担い手の確保･育成について 

(１)取組拡大 

１)環境保全型農業の推進 

農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意

欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、農業の再生を図るとともに、農業

が本来有する自然循環機能を維持･増進することが必要です。 
環境問題に対する関心が高まる中で、国では、農業生産全体の在り方について、

環境保全を重視したものに転換していくとともに、農業分野においても炭素貯留

効果等を発揮し、地球温暖化防止や生物多様性保全等に積極的に貢献していくた

め、環境保全型農業を積極的に推進しています。 
その一環として、有機農業を含む環境保全に効果の高い営農活動に対して支援

を行う「環境保全型農業直接支払交付金」を平成23年から実施しています。 

県では、平成24年度から国の「環境保全型農業直接支払交付金」を活用し、環

境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者等への直接支援を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農業の自然循環機能のイメージ 
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  また、環境保全型農業の一形態である有機農業における県内の取組みは、漸増

傾向にあるものの、全体に占める割合はかなり低く、新たに有機農業に取り組む

者を含め、農業者が有機農業の現状や課題等を十分理解して、従事することがで

きるよう人材育成に向けた取組みが必要となっています。 
また、慣行的に使用している化学肥料や化学合成農薬の使用量を減らし、限ら

れた農薬等を用いた栽培により安定的に生産を行っていくためには高度な技術と

代替技術の導入のためのコストや労力が必要となります。さらに、有機農業では、

化学肥料や化学合成農薬を一切使用しないことから、安定生産技術の確立がより

難しく、収量が低い、品質にばらつきがあるといった特徴があり、このため、一

定の技術習得までに時間を要する傾向があります。加えて、近年の気候変動に対

応した技術等の確立も求められています。 
 
 
 
 
 
 

環境保全型農業直接支払交付金の概要 
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県内の有機ＪＡＳ認証者及び面積(農林水産省ＨＰより) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２)土づくりと肥料･農薬の効果的な利用 

化学肥料や化学合成農薬の使用を控えた農産物に対する消費者や実需者のニー

ズの高まりに対しては、堆肥などを活用した土づくりを基本に、化学肥料や化学

合成農薬の使用を低減した生産方式の普及が必要となりますが、土づくりに使用

する堆肥は、使用する農業者も高齢化と散布労力の不足などから、その施用量が

低下してきており、安定的な堆肥の生産や堆肥の活用を促進する必要があります。

この安定的な堆肥の生産にあたっては、農業者の中でも耕種農家と畜産農家が連

携して地域の資源を循環させる耕畜連携の取組みが重要です。 
また、炭素率の高い堆肥の施用は、炭素貯留効果が高く、水質保全にも効果が

期待されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※土づくりの効果 

(物理性の改善) 

 有機質を入れると、団粒構造が

でき、空気や水を適当に含むこと

ができ、作物の根が伸びやすい。 

 

土づくりのイメージ 
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    ３)ＧＡＰの取組推進 

環境にやさしい農業は、環境負荷を軽減した農業ですが、経営を継続するため

には、環境保全の取組みに加え、特に食の安全や労働安全を確保する取組みも重

要であり、本来の目的である環境保全に加え、安全･安心な農産物生産や労働安全

の確保、経営の改善につながるＧＡＰの導入を推進する必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＧＡＰの取組項目と実践の流れ 

※ＧＡＰ(Good Agricultural Practices：農業生産工程管理)とは、農業において、食品安全、環境保
全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組みのことです。 
 環境保全の項目では、農薬による環境汚染の防止、適切な施肥、土壌侵食防止、廃棄物の適正処理･
利用など、農場及び周辺の環境について取り組むこととなっています。 

食品安全 

労働安全 

環境保全 
農場経営 

管理 

人権保護 

耕畜連携のイメージ 

 

【耕畜連携とは】 
 米麦や野菜等を生産している耕種農家から畜産農家へ稲わらなどを家畜の飼料や敷料
として供給し、逆に畜産農家から堆肥を供給する等、耕種サイドと畜産サイドが連携し
て資源循環を図ることをいいます。肥料･飼料費の削減につながる等、双方にメリット
があります。 
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 (２)有機農業を核とした担い手の確保･育成 

１)有機農業者 

有機農業に取り組む農業者数は、近年横ばいで推移しており、依然として少数に

留まっています。より一層の増加を図るためには、安定して有機農産物を生産でき

る技術の習得や販路･ほ場･労働力の確保等を図る必要があります。 

また、今後の需要が見込まれる有機食品市場には、有機ＪＡＳマークの表示が必

要とされることから、有機ＪＡＳ認証の取得を進める必要があります。 

一方、県内の有機農業者が相互に情報交換でき、技術の向上や共同での販路開拓、

出荷･販売の自主的な取組みができるよう、平成26年８月には「ＮＰＯ法人かがわ

有機ネットワーク」が設立されています。 

また、農業大学校では、有機農業の理解促進を図るため、学生や新規就農者等を

対象とした有機農業の講義を行っています。 

 

２)有機農業指導者 

有機農業に係る県の担当者は、現在、農業経営課の２名に加え、県下に４カ所あ

る農業改良普及センターに各１名を配置して、有機農業に関する問合せに対応でき

る体制を確保し、相談･指導活動を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

２ 環境にやさしい農産物の流通･販売について 

通常の青果物は、大半が卸売市場を通して消費者へ届けられ、産直市や宅配など農業

者から直接消費者へ流通する量は少なくなっていますが、国内で生産される有機農産物

は、通常の農産物と別に扱う必要があり、卸売市場や一般の量販店などの流通よりも農

業者が個別に消費者やレストラン、有機農産物の専門店などへ直接届ける流通が多く、

消費者の方が量販店などで有機農産物を手にする機会が少ない状況にあります。 
また、卸売や小売りなどの流通業者からは、有機農産物の取扱いに一定の理解はある

ものの、販売価格や量についての課題がみられます。 
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参考:流通業者からの意見(Ｒ３年６月～８月 農業経営課聞き取り) 
 

〇 有機農産物は、手間を考慮して、高めに仕入れてはいるものの、価格は同程度に抑えて

いるため、利益率は低い。 
〇 有機農産物の売れ行きは、一般品の売れ行きとほぼ一致しており、有機農産物だから売

れるという感じはない。 
〇 海外の状況から国内でも流通が伸びていくと思われるものの、現状の売り上げに占める

有機農産物の割合は、都市圏でも数％、県内では、更に低く、東京や大阪などと地方との

購入力の差を感じる。 
〇 県内の有機農産物でコーナーを設けるには、品数、量とも足りない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ３ 流通業者･消費者の理解について 

   国のアンケート調査において、消費者の 17.5％が週に１回以上有機食品を利用してい

ると回答しているなど、有機農産物に対する消費者の志向は高まってきています。 

しかしながら、日本農業新聞が実施したインターネット調査では、「有機食品を食べる

頻度は「ほとんど食べない」が65％でトップ。「月に１回程度」(14％)と合わせると８

割に上り、有機食品を食べる習慣がない人が多い。」との結果となっており、環境にやさ

しい農業への消費者の理解獲得が課題となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

有機農産物の消費の動向(農林水産省) 
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(１)エシカル消費の推進 

農林水産統計(平成 27 年度 農林水産情報交流ネットワーク事業全国調査 有機農業

を含む環境に配慮した農産物に関する意識･意向調査)によると、消費者が環境にやさ

しい農産物を選択･購買する動機としては、「安全だと思うから(87.5％)」「環境に配

慮した農業をしている生産者を応援したいから(45.5％ )」「健康上の理由から化学肥

料や農薬を使用していない農産物を必要とする(28.2％ )」となっており、環境にやさ

しい農産物を購入する動機として、安全安心･健康への関心に比べると、環境にやさし

い農業の目的である環境保全を動機にする割合は、低くなっています。 

このため、消費者には、農産物の購入の際には、安全安心･健康とともに、環境にや

さしい農産物の選択･購入が、環境に配慮した購買行動(エシカル消費)であり、 

ＳＤＧｓの達成にもつながるということを理解してもらうよう啓発し、普及していく

ことが重要です。 

 
 
 
 
 
 
 

※「倫理的消費(エシカル消費)」とは？ 
 「エシカル」とは、英語で「倫理的な」という意味の英語の形
容詞を、そのままカタカナに置き換えた言葉で「エシカル消費」
を直訳すると「倫理的な消費」となります。 
つまり、「安くて良いモノ」といった基準ではなく、消費者そ

れぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうし
た課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うことにな
ります。エシカル消費は、2015年9月に国連で採択された持続可
能な開発目標(SDGs)の17のゴールのうち、特にゴール12に関連
する取組みになっています。 

持続可能な開発目標
(SDGs)の12番目は「つくる
責任 つかう責任」 

出典：日本農業新聞 インターネット調査(2021年9月15日）  
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第３ 推進方向と施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 取組拡大 

(１)生産拡大 

１)環境保全型農業の推進 

環境にやさしい農業の推進では、将来に向けた農業のゼロエミッションの実現

と持続的発展のため、温室効果ガス削減、化学合成農薬低減、化学肥料低減、有

機農業の拡大を４つの柱として、「環境にやさしいグリーンな農業」へ転換する

ため、産地に適した栽培技術や省力化技術の実証･導入を図ります。 

 かがわの環境にやさしい農業の取組拡大と需要拡大をそれぞれ車の両輪として、各

種施策を連動させながら進めていくことにより、かがわの「環境にやさしい農業」の

持続的発展につなげていきます。 

環境にやさしい農業 環境にやさしい農産物 

県･市町･流通業者等の支援 

推進のイメージ 

〇環境保全型農業の推進 
･温室効果ガス削減 

･化学合成農薬低減 

･化学肥料低減 

･有機農業の拡大 

･推進体制の強化 

〇担い手の確保･育成 

〇ネットワーク 

〇表示のルールの周知 

〇有機農産物生産者グ
ループのマルシェや
イベント等への出展 

〇エシカル消費 

〇生産者の情報発信 

車の両輪 

 特に、有機農業者や有機農業に取り組む団体等の主体的な取組みへの支援を基本

に、既存の農業者や新たに有機農業に取り組もうとする者が取り組みやすい環境づく

りや有機農産物の生産･流通の拡大に向けた支援を行います。 

の需要拡大 の取組拡大 
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① 温室効果ガス削減 

   二酸化炭素、メタンなどの温室効果ガスの排出を低減する栽培技術の実証を

通じた技術普及を行い、積極的な導入を推進します。また、炭素貯留(有機炭

素として土壌中に長期間残存)の効果が期待される麦わら、稲わら、もみ殻な

どの有機物は、ほ場へのすき込みや堆肥化などによる土づくりを推進します。 

② 化学合成農薬低減 

化学合成農薬に過度に頼らず、発生予察等を活用することにより発生状況

に応じた防除対策を講じ、耕種的防除、生物的防除、物理的防除、部分防除

技術等を組み合わせた総合的病害虫･雑草管理(ＩＰＭ)について、技術開発や

実証に基づいて、栽培指導や研修会等を行うことにより、技術定着を図りま

す。また、ＡＩを活用した病害虫早期診断など、スマート農業技術を活用し

た効率的な防除技術の開発･普及を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

③ 化学肥料低減 

       生産部会や農業者自らが土壌分析に基づく定期的な施肥体系の検証･見直し      

を行い適正な施肥となるよう、土壌分析の定期的な受診を誘導し、農地ごと

の土壌測定データに基づくデータ駆動型の土づくりを推進します。 

また、農業者や指導者を対象に、土づくり･施肥改善研修会等を開催し、土

壌肥料に係る知識習得や施肥技術の向上を促し、施肥改善の実践･指導ができ

る人材を育成します。 

※総合的病害虫･雑草管理

(IntegratedPestManagement)の略称

で，利用可能なすべての防除技術(耕

種的防除、物理的防除、生物的防

除、化学的防除)の経済性を考慮しつ

つ、総合的に講じることで、病害虫･

雑草の発生を抑える技術です。 
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 ④ 有機農業の拡大 

有機農産物を安定的に生産していくためには、一般的な栽培に比べ品質や収

量の低下が起こりやすいなどの課題を改善していくことが重要であることか

ら、要望に応じて有効な技術の開発に努めるとともに、国立研究開発法人、都

道府県、大学、有機農業者、民間団体等で開発、実践されている様々な技術を

適切に組み合わせることなどにより、地域の気象･土壌条件等に適合し、より安

定的に収量や品質が確保できる技術体系の構築に努めます。 
また、有機農業の取組み等を支援するため、有機農業指導員(普及指導員、

営農指導員)を派遣し、農業者に有機ＪＡＳ認証制度や栽培管理、検査･認

証、流通販売に関する指導や助言を行うとともに、有機農業指導員の育成を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ⑤ 共通の取組み 

環境保全型農業直接支払制度を活用し、炭素貯留効果･地球温暖化防止や生

物多様性保全など自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生

産活動の技術向上に関する活動への支援を行います。 

また、土づくりや炭素貯留効果が期待できる堆肥について、県内で製造し

た堆肥の積極的な利用を促進するため、耕種農家向けに、県内で入手できる

堆肥に関する情報をマップにして、ホームページに公開するなどの情報発信

を行います。 

技術開発を行う農業試験場や、研修施設である農業大学校に堆肥化施設や適

正施肥、天敵利用など環境負荷を軽減した栽培の実証･体験のほ場を設置する

ことにより、土づくりや環境に配慮したグリーンな栽培体系への転換を図りま

す。 

 
２)ＧＡＰの取組推進 

① ＧＡＰ指導体制の強化 

一般的な農業を行う者と同様に、国際水準ＧＡＰの実践等による経営改善の

取組みを支援するため、普及指導員のＪＧＡＰ指導員基礎研修等の指導に必要

な高い水準の知識を習得するための研修の受講を進め、指導力強化を図りま
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す。また、コンサルタントによる指導現場に積極的に立ち会うなどの現場経験

を経て、より実践的なノウハウの習得に努めます。 

② 生産者および生産組織等への普及啓発 

国際水準ＧＡＰであるＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．ＰやＡＳＩＡＧＡＰ、それらに

準じるＪＧＡＰに関する情報収集に努め、ＧＡＰチェックシート等の啓発資料

の配布や講習会の開催等を通じて、ＧＡＰの意義や内容についての理解を深

め、ＧＡＰを通じた経営改善の意識が高い農業経営者を重点指導対象者とし、

ニーズの掘り起こし等により取得の拡大を図るとともに、ＧＡＰ認証取得に向

けて、指導や助言、情報提供を行います。 

なお、環境にやさしい農業を行うＪＡの生産組織等についても、ＪＡ香川県

と連携し、情報提供や助言を行うなど団体での導入を進めていきます。 

③ 農業経営体、教育機関における認証取得 

次代を担う農業者の経営感覚の醸成や自ら課題解決する能力養成を図るた

め、環境にやさしい農業を含め、教育機関でのＧＡＰへの取組みを促進すると

ともに、認証を取得した先進経営体や農業系の教育機関をモデルとし、他の農

業者の認証取得を支援します。 

 

(２)有機農業を核とした担い手の確保･育成 

１)新たに有機農業を行おうとする者の支援 

県は、市町や関係団体と連携･協力して、有機農業を行おうとする新規就農希望

者や一般的な農業から有機農業へ転換しようとする者に対して、円滑に農業が開

始できるよう、就農相談や研修の実施に努めます。また、国や県の施策を活用し、

有機農業を行おうとする者のための経営計画の作成から研修の実施に加え、経営

の確立までの支援に努めます。 
このため、県は、有機農業者や有機農業の推進に取り組む民間団体等と連携･協

力して、必要な情報の提供を行うよう努めるとともに 有機農業の意義や実態、

有機農業への各種支援施策に関する知識や技術を習得し業務が行えるよう、有機

農業に関する情報の提供や助言等を行います。 
 
２)有機農業者ネットワークや産地づくり  

有機農業者間の栽培技術の共有化によ 
る生産技術の習得や有機農産物の品目、 
集出荷ロットの拡大を図るため、有機農 
業者ネットワークづくりや産地づくりの 
推進に努めます。 
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 ２ 需要拡大 

(１)流通･販売について 

消費者、流通関係者、実需者の環境にやさしい農業に関する理解促進のため、関係

者のコミュニケーション･交流機会を促進します。 

〇 環境にやさしい農業の意識啓発セミナー(環境保全型農業セミナー)の開催や有機

農産物グループのマルシェやイベント等への出展を支援します。 

○ 市町や有機農業者や有機食品製造者等関係者の意向を踏まえ、有機農産物などの

学校給食等への利用促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２)流通業者･消費者の理解について 

環境にやさしい農業により生産される農産物の生産、利用の拡大のためには、生産

者はもとより流通･加工･販売事業者や実需者や消費者それぞれが正しい知識のもと、

情報交換などにより相互理解を深めることが重要であることから、環境にやさしい農

業や農産物に対する理解と信頼の増進を図ります。  
〇 環境にやさしい農業が環境と調和のとれた農業であることや県内の有機農業の取

組み事例、有機農産物における表示のルールなどを広く周知します。 
〇 消費者に対し、環境にやさしい農産物を選択･購買することは、ＳＤＧｓの達成や

農村景観形成、生物多様性の保全につながる取組みであることを周知し、理解や関

心が深まるエシカル消費を推進します。 
〇 有機農産物の生産者や団体について、ホームページ等での情報発信を行うことで、

消費者が環境にやさしい農業により栽培された農産物を入手しやすい環境づくりに

努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

<有機ＪＡＳマーク> 

有機JASマークは、太陽と雲と 
植物をイメージしたマークで
す。 
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第４ 推進体制 

 １ 県の推進体制 

本県農業における温室効果ガスの削減や化学合成農薬･化学肥料の使用低減、有機農業

の取組みなどで、環境にやさしいグリーンな農業へ転換を図るため、関係団体からなる

総合的な推進体制づくりとして、産地の農業者で組織する協議会の組織化を促進すると

ともに、教育機関や農業団体などの関係者が参画するコンソーシアムを組織し、環境に

やさしい農業技術の現場での実証計画や産地戦略の策定のほか、実証結果を踏まえた栽

培マニュアルを作成し、生産者や実需者等に広く情報発信を行います。また、消費者への

需要喚起を図るため、流通・小売業者とのマッチングや産地間連携のほか、有機農産物に

おける表示のルールや環境にやさしい農産物の選択･購買を促進するエシカル消費など

の消費者への周知については、関係部局とも連携し、環境にやさしい農産物の需要喚起

を促進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに、新たに環境にやさしい農業に取り組もうとする者が相談できるよう、市町等

に相談窓口の設置を促し、関係機関が連携しながら支援できる体制の構築に努めます。 
その他、県、市町や農業団体の職員が、環境にやさしい農業を行おうとする新規就農希

望者や、一般的な農業から有機農業へ転換しようとする者に対する適切な指導や助言が

行えるよう資質の維持･向上に努めるとともに、農業大学校などに環境にやさしい農業の

実証ほを設置し、栽培技術の普及に努めます。 
環境にやさしい農業に関する知識や技術は、幅広い知見のもと地域の気象･土壌条件等

に適合したものにしていくことが重要であることから、国等が行う研修への参加や情報

収集、先進的な有機農業者との連携等により、各農業改良普及センターに配置している

有機農業担当者の知識と技術の向上を図り、環境にやさしい農業を志す農業者に対する

支援体制の強化に努めます。   

【有機農産物とは】 
 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、以下の方法で生産された農産物 
●堆肥等で土づくりを行い、種まき又は植え付けの前２年以上、禁止された農薬や 
化学肥料を使用しない 
●土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる 
●農業生産に由来する環境への負荷をできるだけ低減 
●遺伝子組換え技術を使用しない 

<推進体制のイメージ> 
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 ２ 関係機関等との連携 

環境にやさしい農産物の生産、需要の拡大のためには、環境にやさしい農業により生

産される農産物の生産、流通、販売や消費の各段階において、必要な施策を講じることが

必要です。 
これらの施策を計画的かつ一体的に推進し、施策の効果を高めるために、県は、これら

の施策を担当する関係機関の連携強化に努めます。 
〇 市町に対して関係部署間での連携強化を促すとともに、市町が環境にやさしい農業

の推進に関する施策の策定や実施を行う際には、必要に応じて指導や助言等を行うな

ど、県と市町における連携の強化に努めます。 
〇 有機農業者や環境にやさしい農業の推進に自主的に取り組む民間団体等をはじめ、

農業団体、流通業者、販売業者、実需者、消費者等と連携･協力して、環境にやさしい

農業の推進に取り組むよう努めます。 
〇 環境にやさしい農業に関する技術について、県内農業者の栽培技術上の課題の把握

に努めるとともに、試験研究機関からの提案や農業改良普及センター、市町、農業団

体、その他関係機関等からの要望について、「農業に関する普及･研究･行政連絡会議」

等において課題化を検討し、必要に応じて研究開発に取り組みます。 
〇 環境にやさしい農業の推進に関する施策の策定に当たっては、現地調査や有機農業

者との意見交換等により、有機農業者等や消費者等の意見や考え方を把握し、これら

を当該施策に反映させるよう努めます。 
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参考資料 

農林水産省パンフレット「農林水産業×環境･技術×SDGs」より抜粋 
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みどりの食料システム戦略(抜粋) 
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有機農業の推進に関する法律(平成18 年法律第112 号) 

(目的) 

第一条 この法律は、有機農業の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の

責務を明らかにするとともに、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定めること

により、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展を図ることを目

的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない

こと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への

負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。 

(基本理念) 

第三条 有機農業の推進は、農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産の確保が重

要であり、有機農業が農業の自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物

質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。)を大きく増進し、かつ、農業生産に

由来する環境への負荷を低減するものであることにかんがみ、農業者が容易にこれに従事す

ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 有機農業の推進は、消費者の食料に対する需要が高度化し、かつ、多様化する中で、消費

者の安全かつ良質な農産物に対する需要が増大していることを踏まえ、有機農業がこのよう

な需要に対応した農産物の供給に資するものであることにかんがみ、農業者その他の関係者

が積極的に有機農業により生産される農産物の生産、流通又は販売に取り組むことができる

ようにするとともに、消費者が容易に有機農業により生産される農産物を入手できるように

することを旨として、行われなければならない。 

３ 有機農業の推進は、消費者の有機農業及び有機農業により生産される農産物に対する理解

の増進が重要であることにかんがみ、有機農業を行う農業者(以下「有機農業者」という。)そ

の他の関係者と消費者との連携の促進を図りながら行われなければならない。 

４ 有機農業の推進は、農業者その他の関係者の自主性を尊重しつつ、行われなければならな

い。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第四条 国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念にのっとり、有機農業の推進に関する

施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国及び地方公共団体は、農業者その他の関係者及び消費者の協力を得つつ有機農業を推進

するものとする。 

(法制上の措置等) 

第五条 政府は、有機農業の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

(基本方針) 

第六条 農林水産大臣は、有機農業の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)

を定めるものとする。 

２ 基本方針においては、次の事項を定めるものとする。 
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一 有機農業の推進に関する基本的な事項 

二 有機農業の推進及び普及の目標に関する事項 

三 有機農業の推進に関する施策に関する事項 

四 その他有機農業の推進に関し必要な事項 

３ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の

長に協議するとともに、食料･農業･農村政策審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

(推進計画) 

第七条 都道府県は、基本方針に即し、有機農業の推進に関する施策についての計画(次項にお

いて「推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよ

う努めなければならない。 

(有機農業者等の支援) 

第八条 国及び地方公共団体は、有機農業者及び有機農業を行おうとする者の支援のために必

要な施策を講ずるものとする。 

(技術開発等の促進) 

第九条 国及び地方公共団体は、有機農業に関する技術の研究開発及びその成果の普及を促進

するため、研究施設の整備、研究開発の成果に関する普及指導及び情報の提供その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

(消費者の理解と関心の増進) 

第十条 国及び地方公共団体は、有機農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動その

他の消費者の有機農業に対する理解と関心を深めるために必要な施策を講ずるものとする。 

(有機農業者と消費者の相互理解の増進) 

第十一条 国及び地方公共団体は、有機農業者と消費者の相互理解の増進のため、有機農業者

と消費者との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

(調査の実施) 

第十二条 国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関し必要な調査を実施するものとする。 

(国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援) 

第十三条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のため

の活動の支援のために必要な施策を講ずるものとする。 

(国の地方公共団体に対する援助) 

第十四条 国は、地方公共団体が行う有機農業の推進に関する施策に関し、必要な指導、助言

その他の援助をすることができる。 

(有機農業者等の意見の反映) 

第十五条 国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関する施策の策定に当たっては、有機農

業者その他の関係者及び消費者に対する当該施策について意見を述べる機会の付与その他当

該施策にこれらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 
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(施行期日) 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

(食料･農業･農村基本法の一部改正) 

２ 食料･農業･農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。 

第四十条第三項中「及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百

十六号)」を、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)

及び有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)」に改める。 

(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部改正)３ 農業の

担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)の

一部を次のように改正する。 

附則第九条中第四十条第三項の改正規定を次のように改める。 

第四十条第三項中「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六

号)」の下に、「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八

年法律第八十八号)」を加える。 
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用語解説 

〇 有機農業 

平成１８年１２月に施行された「有機農業の推進に関する法律」において、定義されてい

る「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しな

いことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方

法を用いて行われる農業」。 
〇 環境保全型農業 

農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じ

て化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業。 
〇 ＳＤＧｓ 

令和１２(２０３０)年を期限とする国際社会全体の開発目標。飢餓や貧困の撲滅、経済成

長と雇用、気候変動対策等包括的な１７の目標を設定。法的な拘束力はなく、各国の状況に

応じた自主的な対応が求められる。ＳＤＧｓはSustainable Development Goals の略。 

農業は、地球環境と密接に結びついている産業であり、環境保全型農業の取組はＳＤＧｓ

の達成に貢献できる。 

〇 エコファーマー 

平成１１年７月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続

農業法)」第４条に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知

事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者の愛称名。 
〇 環境保全型農業直接支払交付金 

地球温暖化防止等を目的とした環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に対

して、掛かり増し経費の補助をする制度。平成２７年度からは「農業の有する多面的機能の

発揮の促進に関する法律」に基づく制度となっている。有機農業の取組や、化学合成農薬及

び化学肥料の５割低減の取組とセットで堆肥の施用を行う取組など、様々な営農活動が交付

金の対象となっている。 
〇 カバークロップ 

緑肥のことで、栽培した植物を腐らせずに土壌中にすき込み、肥料にすることをいう。土

壌への肥料成分の供給のほか、病害虫や雑草の発生抑制、土壌の塩類集積の改善、土壌の物

理性の改善等の効果が期待できる。 
〇 草生栽培 

主に樹園地の土壌管理法として行われ、樹下に麦類や牧草、その他密生する作物を植える

こと。刈草のすき込みによる有機物の補給、土壌侵食の防止、土壌微生物の増加などによる

地力の保全を主目的とする。また状況により、地温調節、着果率の向上や果実の着色、熟期

の促進、品質の向上、落果実の損傷防止などのほか、マメ科植物による草生では、空気中の

窒素を固定することによって土壌への窒素の補給も期待できる。 
〇 有機農業者 

有機農業の生産方法を用いて農業を行う農業者。 
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〇 ＩＰＭ 

Integrated Pest Management の略で、日本語で総合的病害虫管理のこと。農水省の実践

指針では雑草管理も含める。予め病害虫･雑草の発生しにくい環境を整え(輪作、抵抗性品種

導入、土着天敵利用等)、病害虫の発生状況に応じて、天敵(生物的防除)や粘着板(物理的防

除)等の防除方法を適切に組み合わせ、環境への負荷を軽減しつつ、病害虫の発生を抑制す

る防除体系。 

〇 有機ＪＡＳ認証 

有機農産物の日本農林規格を満たした農産物について、登録認証機関により認証を行う制

度。 
〇 エシカル消費 

エシカルとは「倫理的」という意味で、「人や社会、環境に配慮した消費行動」のこと。

本計画では、環境に配慮し、エコ農産物を意識的に選択･購買することを指す。 
〇 ＧＡＰ 

Good Agricultural Practice の略で、農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続

可能性を確保するための生産工程管理の取組みのこと。 
〇 マルシェ 

イベントとして開催される期間限定の市場。 
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